
平成21年３月橋本市議会定例会会議録（第５号）その６ 

平成21年３月12日（木） 

                                          

 日程第47 議案第46号 市道の認定につい

て 

○議長（中上良隆君）日程第47 議案第46号 

市道の認定について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第46号に

ついては、経済建設委員会に付託いたします。 

                     

 日程第48 議案第47号 訴訟の提起につい

て 

○議長（中上良隆君）日程第48 議案第47号 

訴訟の提起について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります議案第47号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第47号 訴訟の提起について

を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                     

 日程第49 議案第48号 橋本周辺広域市町

村圏組合規約の変更について 

○議長（中上良隆君）日程第49 議案第48号

橋本周辺広域市町村圏組合規約の変更につい

て を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 ２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）広域ごみの管理運営費

の負担割合率が均等割２％、人口割３％、ご

み搬入量割が95％になるということなですけ

れども、これでいきますと、今現在のごみの

量からいきましたら、全体を100とした場合に

橋本市の負担割合がどのぐらいになるのか。

よく市長は７割とかいろいろおっしゃってま

すけども、実際のところだいたいどのぐらい

になるのかお答えください。 

○議長（中上良隆君）財政課長。 

○財政課長（北山茂樹君）広域ごみの負担金

でございますけども、均等割２％、人口割３％、

ごみ処理量割95％で計算しますと、平成21年

度で４億8,745万4,909円でございます。 

（「パーセント」と呼ぶ者あり） 

○議長（中上良隆君）財政課長。 

○財政課長（北山茂樹君）パーセントでござ

いますけども、建設費の負担分とそれから管

理運営費の負担分でそれぞれ違いますので、
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全体でちょっと割りますと。 

（「管理運営費」と呼ぶ者あり） 

○財政課長（北山茂樹君）管理運営費は68.6％

でございます。 

○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります議案48号については、委員会の付託を

省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第48号 橋本周辺広域市町村

圏組合規約の変更について を採決いたしま

す。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 
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